
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

医

療

推

進

課

担

当

課

（

室

）

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

目

次

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

〃

〃

【

告

示

】

○

岡

山

県

補

助

金

等

交

付

規

則

の

規

定

に

よ

る

補

環

境

企

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

助

金

等

の

名

称

等

の

制

定

の

一

部

改

正

教

育

委

員

会

の

完

了

（

県

例

規

集

登

載

）

○

〃

〃

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

○

〃

〃

年

課

○

〃

〃

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

〃

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

完

了

の

更

新

○

〃

〃

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

○

〃

〃

関

の

指

定

○

〃

〃

【

正

誤

】

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

更

新

○

道

路

の

区

域

変

更

の

正

誤

道

路

整

備

課

○

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

関

の

指

定

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

の

解

散

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

岡

山

県

公

報

平成２８年６月３日 第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
環
境
文
化
部
の
部
岡
山
県
民
間
施
設
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
推
進
事
業
費
補
助
金
の
項
中

「
。
た
だ
し
、
一
千
万
円
を
限
度
と
す
る

」
を
削
り
、
同
部
岡
山
県
太
陽
熱
＆
断
熱
Ｄ
Ｅ
省
エ
ネ
住

。

宅
促
進
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

業
務
用
車
両
Ｅ

電
気
自
動
車
の

法
人

業
務
用
車
両
等
と
し

定
額

Ｖ
転
換
支
援
事

普
及

て
電
気
自
動
車
を
導

業
補
助
金

入
し
、
電
気
自
動
車

の
魅
力
に
つ
い
て
普

及
啓
発
を
行
う
事
業

岡
山
県
エ
コ
ア

事
業
者
に
お
け

新
た
に

エ
コ
ア
ク
シ
ョ
ン

補
助
対
象
経
費
の
二

21

ク
シ
ョ
ン

認

る
温
室
効
果
ガ

エ
コ
ア

の
認
証
又
は
登
録
に

分
の
一
以
内
。
た
だ

21

証
取
得
支
援
事

ス
及
び
産
業
廃

ク
シ
ョ

要
し
た
経
費

し
、
十
万
円
を
限
度

業
補
助
金

棄
物
の
排
出
量

ン

の

と
す
る
。

21

の
削
減
等

認
証
又

は
登
録

を
受
け

た
事
業

者

表
環
境
文
化
部
の
部
岡
山
県
Ｅ
Ｖ
普
及
加
速
化
促
進
事
業
補
助
金
の
項
及
び
有
害
鳥
獣
捕
獲
柵
等
設

置
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
岡
山
県
タ
ン
チ
ョ
ウ
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



岡
山
県
鳥
類
保

鳥
類
保
護
思
想

公
益
財

野
鳥
保
護
思
想
を
普

定
額

護
普
及
促
進
事

の
普
及

団
法
人

及
す
る
た
め
の
事
業

業
費
補
助
金

日
本
鳥

類
保
護

連
盟

表
環
境
文
化
部
の
部
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
指
定
八
十
周
年
記
念
エ
コ
ツ
ア
ー
事
業
補
助
金
の
項
を
削

り
、
同
部
岡
山
県
ス
ポ
ー
ツ
合
宿
支
援
事
業
補
助
金
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

お
か
や
ま
ナ
シ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ

ナ
シ
ョ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム

補
助
対
象
経
費
の
二

ョ
ナ
ル
チ
ー
ム

ー
ム
等
が
行
う

ナ
ル
チ

等
が
県
内
の
ス
ポ
ー

分
の
一
。
た
だ
し
、

等
キ
ャ
ン
プ
誘

キ
ャ
ン
プ
の
誘

ー
ム
等

ツ
施
設
を
利
用
し
て

ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ー
ム

致
推
進
事
業
補

致
の
促
進

実
施
す
る
キ
ャ
ン
プ

に
あ
つ
て
は
四
百
万

助
金

円
、
個
人
選
手
に
あ

つ
て
は
二
十
万
円
を

限
度
と
す
る
。

Ｔ
ｏ
ｕ
ｃ
ｈ

国
際
ス
ポ
ー
ツ

競
技
団

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目

定
額

ｔ
ｈ
ｅ

Ｄ
Ｒ

イ
ベ
ン
ト
等
に

体

等
に
係
る
国
際
ス
ポ

Ｅ
Ａ
Ｍ
事
業
補

係
る
キ
ャ
ン
プ

ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
等

助
金

の
誘
致
の
促
進

表
教
育
委
員
会
の
部
学
力
向
上
市
町
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
お
か
や
ま

子
ど
も
応
援
事
業
補
助
金
の
項
中
「
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
の
促
進
」
を
「
連
携
及
び
協
力
の
推

進
」
に

「
連
携
に
よ
る
教
育
支
援
活
動
促
進
事
業
」
を
「
連
携
協
力
推
進
事
業
」
に
改
め
、
同
部
明

、

る
い
学
校
づ
く
り
支
援
事
業
補
助
金
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

落
ち
着
い
た
学

心
理
検
査
の
活

市
町
村

落
ち
着
い
た
学
級
づ

補
助
対
象
経
費
の
二

級
づ
く
り
支
援

用
に
よ
る
落
ち

く
り
支
援
事
業
に
要

分
の
一
以
内

事
業
補
助
金

着
い
た
学
級
づ

す
る
経
費

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



く
り
の
促
進

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

）

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

（

第
七
条
の
規
定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る。

、

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

番
号

図
書

名
著

者
発

行
所

対
象

１
ご

め
ん

ね
と

も
だ

ち
内

田
麟

太
郎

作
偕

成
社

小
学

生
（

低
）

降
矢

な
な

絵

２
わ

す
れ

も
の

チ
ャ

ン
ピ

オ
ン

花
田

鳩
子

作
Ｐ

Ｈ
Ｐ

研
究

所
〃

（
低

）

羽
尻

利
門

絵

３
頭

の
い

い
子

を
育

て
る

し
ぜ

ん
と

か
が

く
の

は
っ

け
ん

！
３

６
６

田
中

千
尋

監
修

主
婦

の
友

社
〃

（
中

）

４
天

国
に

と
ど

け
！

ホ
ー

ム
ラ

ン
漆

原
智

良
文

小
学

館
〃

（
高

）

羽
尻

利
門

絵

５
十

三
番

目
の

子
シ

ヴ
ォ

ー
ン

・
ダ

ウ
ド

作
小

学
館

中
学

生

パ
ム

・
ス

マ
イ

絵

池
田

真
紀

子
訳

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
の
規

）
（

定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

、

。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番
号

種
別

名
称

発
行
者
等

１
月
刊
誌

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

６
月
号

鉄
人

社

２
〃

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド

６
月
号

笠
倉
出
版
社

３
〃

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル

６
月
号

宙
出

版

４
〃

恋
愛
天
国
パ
ラ
ダ
イ
ス

７
月
号

竹
書

房

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

中
務
薬
局

浅
口
市
金
光
町
占
見
新
田
七
四
八

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

な
ご
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
五
丁
目
二
二
〇
番
地

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
み
つ
や

倉
敷
市
北
畝
五
丁
目
五

一
一

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

－

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

更
新
年
月
日

ス
マ
イ
ル
薬
局
児
島
下
の
町
店

倉
敷
市
児
島
下
の
町
五

二

一
五

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

－
－

ス
マ
イ
ル
薬
局
水
島
店

倉
敷
市
神
田
二

三

一

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

－
－

富
永
薬
局
新
倉
敷
店

倉
敷
市
新
倉
敷
駅
前
三

一
三
七

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

－

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

指
定
年
月
日

Ｅ
薬
局
津
山
店

津
山
市
河
辺
一
一
五
五－

四
九

調
剤

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

薬
局
ホ
タ
ル

総
社
市
総
社
二－

一－

三〇

調
剤

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

富
永
薬
局
早
島
店

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
四
七
三

調
剤

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
美
の
浜

笠
岡
市
美
の
浜
二
九－

六
六

調
剤

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

更
新
年
月
日

の
ぞ
み
薬
局
く
せ
店

真
庭
市
久
世
二
八
二
三－

二

調
剤

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

す
ぎ
は
ら
薬
局
芳
井
店

井
原
市
芳
井
町
吉
井
二
五
〇

調
剤

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

担
当
す
る
医
療
の
種
類

辞
退
年
月
日

す
こ
や
か
薬
局

井
原
市
下
出
部
町
一－

三
四－

四

調
剤

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ミ
ル
キ
ー
薬
局

２

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
宇
藤
木
五
五
〇－

二
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
ビ
オ
ス

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
南
区
妹
尾
二
四
〇
七
番
地
二
八

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
四
〇
四
一
〇
三
七
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

あ
し
た
ば
訪
問
介
護

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
井
原
町
三
一
八
番
地
一

石
井
ビ
ル
二
Ｆ

二
〇
一
号

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



１

名
称

合
同
会
社
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ａ

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
西
江
原
町
六
八
六
番
地
二

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
七
〇
〇
八
四
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
介
護

コ
ン
フ
ォ
ー
ル
ひ
な
せ

２

所
在
地

岡
山
県
備
前
市
日
生
町
日
生
字
南
椿
ノ
浦
二
五
八
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
コ
ン
フ
ォ
ー
ル

２

所
在
地

岡
山
県
岡
山
市
南
区
新
保
六
六
六
番
七

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
一
一
〇
〇
七
五
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

ホ
タ
ル
の
里

２

所
在
地

岡
山
県
高
梁
市
奥
万
田
町
二
二
三
八

一

ピ
ュ
ア
ハ
イ
ツ
Ａ

一
〇
八
号
室

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
久
赤
会

２

所
在
地

岡
山
県
赤
磐
市
西
軽
部
字
下
ノ
谷
一
二
四
四
番
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
八
年
六
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
九
〇
〇
六
八
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
事
業
（
計
画
の
変
更
）
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

宗
津
西
町
５
番
川

か
ん
が
い
排
水

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
四
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

（

）

、

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
が
次
の
と
お
り
解
散
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
部
土
地
改
良
区

二

土
地
改
良
区
の
所
在
地

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
三
〇
三

三

解
散
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
七
日

一

土
地
改
良
区
の
名
称

綾
部
土
地
改
良
区

二

土
地
改
良
区
の
所
在
地

津
山
市
綾
部
一
七
七
四

九

－

三

解
散
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

倉
敷
清
音
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
六
番
六
地
先
か
ら

新

一
一
九
・
一

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
八
番
一
二
地
先
を

七
・
六
～

経
て

一
五
・
三

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
九
番
一
地
先
ま
で

一
一
四
・
七

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
六
番
六
地
先
か
ら

七
・
六
～

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
九
番
一
地
先
ま
で

一
一
・
七

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
六
番
六
地
先
か
ら

旧

一
一
九
・
一

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
八
番
一
二
地
先
を

七
・
六
～

経
て

一
五
・
三

倉
敷
市
青
江
字
西
河
原
八
五
九
番
一
地
先
ま
で

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
一
六
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

調
達
件
名

岡
山
県
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
役
務
提
供
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
保
健
福
祉
部
医
療
推
進
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

国
際
航
業
株
式
会
社

岡
山
市
北
区
西
古
松
西
町
五
番
六
号
岡
山
新
都
市
ビ
ル

五

落
札
金
額

二
二
二
、
六
六
四
、
四
六
四
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
六
、
四
九
三
、
六
六

四
円
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

入
札
公
告
日

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
一
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

大
谷
池
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

福
永

孝
雄

福
永

孝
雄

勝
田
郡
奈
義
町
広
岡
七
二

理

事

青
木

達
郎

青
木

達
郎

〃

〃

〃

一
三
四

〃

福
永

博
光

〃

〃

〃

六
八
三

〃

奥

輝
明

〃

〃

〃

一
四
三

五

〃

－

奥

眞
人

奥

眞
人

〃

〃

〃

六
七
五

〃

鈴
木

昌

〃

〃

〃

二
三
二

〃

福
永

卓
志

〃

〃

〃

三
一
三

〃

鈴
木

正
義

〃

〃

〃

二
三
〇

監

事

鷲
田

康
行

〃

〃

〃

三
三
八

〃

福
永

博
光

〃

〃

〃

六
八
三

〃

奥

浩
輝

〃

〃

〃

一
四
三

五

〃

－

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
一
八
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
前
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

番

号

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
前
局

赤
磐
市
下
市
字
寺
田
九
四
番
四
、
九
四
番

六
・
〇
〇

五
〇
・
〇
〇

建
第
一
四
四
号

四
地
先
水
路

平
成
二
十
八
年
五
月

二
十
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
一
九
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
里
見
字
晩
照
沖
六
五

五
・
〇
二

三
四
・
九
五

建
第
二
〇
一
一
号

九
五
番
九
、
六
五
九
五
番
一
四

平
成
二
十
八
年
五
月

二
十
五
日

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
六
五

三
、
八
一

二
三
、
八
一

二
六
、
九
四
、
九
六

七
、
九
七
、
一

－
－

－
－

〇
〇

一
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
九

四
、
一
〇
九

五
、
一
一
〇

一
、
一
一
〇

二
、
一
一
三

－
－

－
－

－
－

一
の
一
部
、
一
一
四
、
一
一
七
、
一
一
八

二
、
一
一
八

四
、
一
二
二
、
一
二
三
、
一
二
四
、

－
－

－

一
二
五
、
一
二
六

二
の
一
部
、
一
二
六

七
、
一
二
七

三
の
一
部
、
一
三
二

一
、
一
二
五
地

－
－

－
－

先
道

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
笹
沖
一
一
八
八

二

－

株
式
会
社
西
谷
建
設

代
表
取
締
役

西
谷

徹

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
八
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
竹
ノ
下
三
一
三
一

二
、
三
一
三
一

七
、
三
一
三
一

八
、
三
一
三
二

－
－

－

一
、
三
一
三
二

二
、
三
一
三
二

五
、
三
一
三
二

六
、
三
一
三
二

七
、
三
一
三
二

八
、

－
－

－
－

－
－

三
一
三
二

九
、
三
一
三
三

一
、
三
一
三
三

三
、
三
一
三
三

四
、
三
一
三
四

一
、
三
一
三

－
－

－
－

－

四

二
、
三
一
三
五
、
三
一
三
六

一
、
三
一
三
六

三
、
三
一
三
六

四
、
三
一
三
七

一
、
三

－
－

－
－

－

一
三
七

四
、
三
一
三
七

五
、
三
一
三
九

一
、
三
一
四
〇

一
、
三
一
四
〇

二
、
三
一
四
一

－
－

－
－

－

一
、
三
一
三
三

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
三
丁
目
一

一

－

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

小
橋

晃

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
西
郡
字
三
通
田
八
九
一
、
八
九
二

八
、
八
九
二

九
、
八
九
二

一
〇
、
八
九
二

三

－
－

－
－

の
一
部
、
八
九
二

三
地
先
水
路

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
南
区
青
江
六
丁
目
二

二
六

－

有
限
会
社
日
中
開
発

取
締
役

宮
野

正
広

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
二
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
小
寺
二
〇
五
〇
、
二
〇
五
一

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
二
丁
目
一
三

一
七

－

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
中
国
株
式
会
社

岡
山
県
支
配
人

海
老
谷

剛

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
六
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
三
因
字
鋳
物
師
尻
九
三
一

四
、
九
三
二

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

井
原
市
美
星
町
明
治
三
八
二
四

瀧
川

真
司

倉
敷
市
上
富
井
五
九
九

一
フ
ァ
イ
ン
ユ
ニ
ゾ
ン
Ｂ
棟
一
〇
七

－

瀧
川

真
梨

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
五
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

浅
口
市
金
光
町
占
見
六
五

三
、
八
一

二
三
、
八
一

二
六
、
九
四
、
九
六

七
、
九
七
、
一

－
－

－
－

〇
〇

一
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
九

四
、
一
〇
九

五
、
一
一
〇

一
、
一
一
〇

二
、
一
一
三

－
－

－
－

－
－

一
の
一
部
、
一
一
四
、
一
一
七
、
一
一
八

二
、
一
一
八

四
、
一
二
二
、
一
二
三
、
一
二
四
、

－
－

－

一
二
五
、
一
二
六

二
の
一
部
、
一
二
六

七
、
一
二
七

三
の
一
部
、
一
三
二

一
、
一
二
五
地

－
－

－
－

先
道

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道
、
公
園
、
水
路

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
笹
沖
一
一
八
八

二

－

株
式
会
社
西
谷
建
設

代
表
取
締
役

西
谷

徹

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
四
八
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
竹
ノ
下
三
一
三
一

二
、
三
一
三
一

七
、
三
一
三
一

八
、
三
一
三
二

－
－

－

一
、
三
一
三
二

二
、
三
一
三
二

五
、
三
一
三
二

六
、
三
一
三
二

七
、
三
一
三
二

八
、

－
－

－
－

－
－

三
一
三
二

九
、
三
一
三
三

一
、
三
一
三
三

三
、
三
一
三
三

四
、
三
一
三
四

一
、
三
一
三

－
－

－
－

－

四

二
、
三
一
三
五
、
三
一
三
六

一
、
三
一
三
六

三
、
三
一
三
六

四
、
三
一
三
七

一
、
三

－
－

－
－

－

一
三
七

四
、
三
一
三
七

五
、
三
一
三
九

一
、
三
一
四
〇

一
、
三
一
四
〇

二
、
三
一
四
一

－
－

－
－

－

一
、
三
一
三
三

五

－
－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
公
園
、
下
水
道
、
消
防
の
用
に
供
す
る
貯
水
施
設

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
三
丁
目
一

一

－

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ン
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

小
橋

晃

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
五
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
西
郡
字
三
通
田
八
九
一
、
八
九
二

八
、
八
九
二

九
、
八
九
二

一
〇
、
八
九
二

三

－
－

－
－

の
一
部
、
八
九
二

三
地
先
水
路

－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
南
区
青
江
六
丁
目
二

二
六

－

有
限
会
社
日
中
開
発

取
締
役

宮
野

正
広

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
〇
二
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
二
二
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
小
寺
二
〇
五
〇
、
二
〇
五
一

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

岡
山
市
北
区
野
田
二
丁
目
一
三

一
七

－

ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
中
国
株
式
会
社

岡
山
県
支
配
人

海
老
谷

剛

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
六
号

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号



〔
五
〕
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
五
号
（
道
路
の
区
域
変
更
）
に

誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
終
わ
り
か

七
・
〇

七
・
六

ら
三

二
・
二

二
・
終
わ
り
か

ら
三

平成２８年６月３日　岡山県公報　第１１７９２号


